
公 社 等 の 名 称 ：

随意契約の根拠
（地方自治法施行令

適用条項）
随意契約とした理由

1
発達障害者支援セン
ター運営事業

発達障害者支援セン
ターの運営業務

59,624,000
第167条の2第1項
第2号

　本業務は、自閉症等の発達障がいを有する
障がい児（者）及びその家族に対する相談支
援や発達支援、就労支援等の総合的な支援を
行う本県の拠点施設である宮崎県発達障害者
支援センターを県央、県北、県西に設置、運
営する事業である。
　委託先としては、発達障がい児（者）の療
育や就労支援のスキルを持つ職員を配置する
など、様々な相談に的確に対応できる、専門
的かつ総合的な支援体制を有することが必要
である。
　社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団は、こ
の総合的な支援を行うことのできる専門的な
知識やスキルを持つスタッフを十分に擁する
とともに、県央、県北、県西に拠点施設を有
するなど、総合的な支援体制が確立されてい
ることに加え、これまで、本事業をはじめ、
発達障がい児（者）の支援に係る県事業を良
好に受託・実施してきており、その中で蓄積
した支援ノウハウも活用できるなど、本県の
発達障がい児（者）の総合的かつ効果的な支
援を行える唯一の法人であり、委託先として
は当法人をおいて他にない。

福祉保健部
障がい福祉課

障がい児支援担
当

2
発達障がい地域支援体
制サポート事業

発達障がいに関する
相談・診断等に対応
するため、関係機関
への連絡・調整・助
言・指導等を行う
「発達障害者地域支
援マネジャー」を発
達障害者支援セン
ターに配置する。

11,498,000
第167条の2第1項
第2号

　社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団は、平
成１５年度より中央発達障害者支援センター
運営業務を受託し、平成１９年度からは都城
発達障害者支援センター及び延岡発達障害者
支援センター運営業務を受託するなど、発達
障がいに関する専門的かつ豊富な知識と経験
を有するスタッフを擁し、県内の発達障がい
児（者）への専門的な相談支援、発達支援及
び就労支援等を実施している。
　本事業は、センターの有する専門的な知見
を活かして、関係機関との連絡調整等を行
い、地域での発達障がい児（者）の支援体制
の整備を図るものであるため、委託先として
センター運営業務を受託している当法人をお
いて他にない。

福祉保健部
障がい福祉課

障がい児支援担
当

3
障害者就業・生活支援
センター事業

宮崎東諸県圏域にお
ける障がい者の就業
に伴う日常生活又は
社会生活上の相談対
応その他必要な支援
業務の委託

5,780,864
第167条の2第1項
第2号

　本業務は、「障害者の雇用の促進等に関す
る法律」第２７条の規定により知事が指定す
る法人が、同法第２８条に規定する業務を行
うこととなっている。
　社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団は、平
成１５年４月１日付けで障害者就業・生活支
援センターとして指定を受けており、指定に
係る業務を受託する法人は、宮崎東諸県障が
い保健福祉圏域で、当法人以外に存在しない
ことから、当法人と随意契約を締結すること
としたものである。

福祉保健部
障がい福祉課

障がい者就労支
援担当

4
障がい者雇用コーディ
ネーター事業

宮崎東諸県圏域にお
ける求人開拓等の障
がい者雇用に係る業
務委託

2,696,168
第167条の2第1項
第2号

　本業務は、障がい者雇用に係る総合相談窓
口であり、就業面及び生活面の一体的な支援
を実施する県内７つの障害者就業・生活支援
センターのうち、支援対象障がい者が多い宮
崎東諸県圏域の同センターに、特別に「障が
い者雇用コーディネーター」を１名配置し、
雇用に係る業務について委託するものであ
る。
　社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団は、平
成１５年度から、宮崎東諸県圏域の障害者就
業・生活支援センターとしての指定を受けて
いる法人であり、業務を誠実に履行してい
る。
　以上のことから、宮崎東諸県圏域において
本事業を委託するのは当法人をおいて他にな
いことから、当法人と随意契約を締結するこ
ととしたものである。

福祉保健部
障がい福祉課

障がい者就労支
援担当

随意契約とした理由等
契約所管部局
・課（室）名
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（単位：円）

社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団

令和３年度　県と公社等との随意契約の締結状況
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